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経済財政運営と改革の基本方針２０２６（仮称）に対する 

指定都市市長会要請 

 

我が国は、少子・高齢化や気候変動への適応、防災・減災、国土強靱化の取組に加

え、エネルギー・食料品価格等の上昇、中東情勢の緊迫化、極めて不透明な世界経済

の影響など、まさに国内外の社会経済情勢の大きな変化と課題に直面している。 

 将来にわたり、我が国全体の持続的な成長を促していくためには、過度な東京都へ

の一極集中を是正し、国と地方が一体となり、人口減少・少子化対策等の国家的な課

題解決に取り組まなければならない。中でも指定都市は、住民に身近な基礎自治体で

ありながら国民の２割を超える人口を擁し、約３割の商業活動が集中している状況で

あることから、圏域の中枢都市として幅広い権限と安定的な財源を持ち、圏域全体の力

強い経済成長を中核となって牽引する役割を果たすことが重要である。その実現にあ

たっては、都道府県－市町村という長年にわたり基本的な構造が変わっていない我が

国の地方自治制度について、抜本的に見直すことが不可欠である。 

指定都市が、国民の安全・安心の確保やこども施策の総合的推進等に取り組み、ひい

ては、日本経済の持続的な成長に寄与していくため、「経済財政運営と改革の基本方針

２０２６（仮称）」において、指定都市市長会の提案を反映するよう要請する。 

 

１ 国民の安全・安心の確保 

（１）物価高への対応 

エネルギー・食料品価格等の上昇により、国民生活・地域経済への影響が生じ

ており、さらには中東情勢の混乱が長期化することも懸念されることから、引き

続き国の責任において、国民生活・日本経済を守り抜くとともに、地域の実情に

応じた物価高対策に万全を期すこと。また、国庫補助負担金の算定基礎において

適切に物価上昇分を反映するとともに、減税や給付の措置を講ずる場合には、地

方における財政運営への影響や過度な事務負担が生じることのないよう実施する

こと。さらに、中長期的な対応として、省エネの促進等エネルギーコスト上昇に

対する経済社会の耐性の強化に取り組みつつ、持続的で構造的な賃上げや民需主

導の持続的な成長の実現に向けた取組を進めること。  

（２）防災・減災、国土強靱化の推進 

道路、河川、上下水道等のインフラ施設の老朽化が加速度的に進行する中、適切な

維持管理及び計画的な改築・更新が実施されなければ、国民生活や社会経済活動に

重大な影響が及ぶ恐れがある。そのため、インフラ施設の予防保全型の点検・修繕や

機能向上を伴う改築等、集中的な対策の推進に必要な支援を行うこと。 

また、災害が発生すると多くの国民の生命、身体及び財産が脅かされるととも

に、その影響は社会経済全体にまで及ぶことから、大規模地震等の自然災害に対

して指定都市が行う避難生活環境の改善をはじめとした被災者支援や浸水対策、

土砂災害対策、インフラ施設の耐震化等の防災・減災対策について、重点的な支

援を行うこと。 

加えて、緊急物資の輸送機能の確保や円滑な応急対策活動のための緊急輸送道

路の整備、橋梁の耐震化、無電柱化等の地震対策への重点的な支援を行うこと。 
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さらに、こうした国土強靱化施策を切れ目なく戦略的に推進するために必要な

財源を継続的・安定的に確保できるよう、国の当初予算において、資材価格の高

騰等を考慮した財政措置を行うこと。 

 

２ こども施策の総合的な推進 

（１）こども・子育て政策の強化 

こどもを望む全ての人が安心してこどもを産み・育てることができるよう、特

に多くの地方自治体が独自に実施しているこども医療費やひとり親家庭医療費等

の助成制度、保育料等を含めた利用者負担軽減策については、国の責任において、

持続可能な全国一律の制度を構築し、必要な財源措置を講ずるとともに、地方自

治体に発生する様々な負担に対して、十分な人的・財政的支援を速やかに講ずる

こと。 

いわゆる教育無償化（高等学校等就学支援金制度の拡充、学校給食費の抜本的

な負担軽減）に関しては、制度の持続的な実施に向けて、地方財政に影響を与え

ることのないよう、国の責任において恒久的な財源を確保すること。特に、学校

給食費の抜本的な負担軽減に関しては、国において毎年的確な調査を行うことに

よって実態との乖離のないようにするとともに、中学校給食費についても早期に

実施すること。併せて、地方自治体が地域の実情に応じてきめ細かに行うサービ

スの提供等についても、地方自治体の創意工夫が生かせるよう、国においても、

必要な財政支援を講ずること。 
また、幼児期の教育・保育、子育て支援、社会的養育の質・量の充実を図るた

め、保育士等の人材確保や処遇改善のほか、幼稚園・保育所等における老朽化対

策等に関する施設整備補助の事業費確保や嵩上げ、設置主体の要件緩和に係る経

過措置の継続等を行うこと。乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）につ

いては、各地方自治体の実情や受入体制に応じて対応できる柔軟な仕組みへ見直

すとともに、都市部の物価及び賃金水準や保育士等の負担を十分に考慮した財政

措置等を講ずること。さらに、国が示す放課後児童クラブに係る運営費の負担割

合を見直し、放課後児童健全育成事業の補助額を引き上げるとともに、放課後児

童クラブ支援員等の処遇改善や施設整備補助の嵩上げ等の財政措置を拡充するほ

か、医療的ケア児や配慮を要するこどもの受入促進に係る財政措置の更なる拡充

等を図ること。 

（２）持続可能な学校体制づくり 

全国的な教職員不足を解消し、地域の実情に応じた学校の働き方改革の推進と

教育の充実を実現するため、義務教育費国庫負担制度による教職員の給与費につ

いて、特に令和 12 年度までに段階的に 10％まで引上げを行うとされている教職

調整額を含め、地方に負担転嫁することなく、財政力の如何を問わず、その所要

額全額について、国の責任において確実な財政措置を講ずること。 

さらに、こどもたちを取り巻く環境の多様化等様々な課題に対応するため、基

礎定数及び加配措置の更なる改善や教育人材の拡充に向けた効果的な施策を講ず

るとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門職を

教職員定数として算定し国庫負担金の対象とすること。 



－3－ 
 

 

３ 多様な大都市制度の早期実現 

人口減少が急速に進む中、持続可能な社会と我が国の更なる成長を実現するため

には、国家戦略として多極分散型社会の実現を目指していく必要がある。本年１月

に立ち上げられた第 34 次地方制度調査会においては、「国・都道府県・市町村間の役

割分担、大都市地域における行政体制その他の必要な地方制度の在り方について、調

査審議を求める」との諮問に基づき、大都市制度に関する具体的な議論も進められて

いるところであるが、今後、指定都市の意見を踏まえて更なる検討を行い、特別市の

法制化を含む多様な大都市制度を早期に実現すること。 

また、大規模災害等の対応においてこれまで大都市が果たしてきた役割を踏まえ、

基礎自治体の「現場力」と大都市の「総合力」を併せ持つ指定都市に対し、地域の

実情に合わせた事務・権限と税財源の更なる移譲をより積極的に進めること。 

 

４ 地域未来戦略の推進 

  国は、地域ごとに産業クラスターを戦略的に形成するとともに、地場産業の付加

価値向上と販路開拓を強力に支援するための「地域未来戦略」について、令和８年

夏までに政策パッケージを取りまとめるとしている。しかしながら、いずれも計画

策定においては、知事との連携もしくは知事主導での対応が想定されていることに

加え、地域未来交付金（地域未来推進型）の上限金額には指定都市と都道府県で乖

離がある。圏域の経済活動の中枢を担う指定都市が圏域全体を牽引する役割を果た

し、「地域未来戦略」に基づいた地方創生を強力に推し進められるよう、都道府県と

同等の権限と財政措置を講ずること。 

 

５ 外国人が地域社会に円滑に適応するための取組の推進 

人材不足が深刻化し、外国人住民が日本の経済社会におけるサービス提供等の担

い手として期待される中、国は、外国人材確保のための様々な施策を進めている。

日本人住民と外国人住民がともに安全・安心に暮らせる社会の実現に向けて、学校

等の環境整備を含む外国人住民への生活支援や、日本語学習支援に係る政策のほか、

日本の文化・社会制度等に対する理解を促す仕組みの創設等について、国の責任の

もと、強力に推進していくこと。 
 

６ 自治体ＤＸの推進 

（１）地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化 

「地方公共団体情報システム標準化基本方針」に掲げる目標を達成し、地方自

治体の人的・財政的負担の軽減や新たなサービスの迅速な展開に資するものとな

るよう、国が主導的な役割を果たすこと。 
また、特定移行支援システムを含む全てのシステムの移行完了までの経費及び

標準化に伴い一体的に対応が必要となる事業に係る経費全額を国費により措置す

るとともに、ガバメントクラウド利用料等の運用経費についても、移行前の水準

を上回ることのないよう各自治体の実態を的確に反映した十分な措置を恒常的に

講ずること。 
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さらに、全ての指定都市が特定移行支援システムを抱えている状況を踏まえ、

制度改正や標準仕様書の改定を実施する場合には対応にかかる作業期間を十分に

確保するなど特定移行支援システムにも十分配慮するとともに、標準仕様書の改

版に伴うシステム改修費等についても国費により措置すること。 

（２）デジタル化を見据えた行政事務の簡素化 

地方自治体の行政事務は、根拠となる国の各種制度の複雑さに加え、度重なる

制度改正や運用変更等により、事務を実施する地方自治体をはじめとしたサービ

ス提供者だけでなくサービスを受ける利用者においても多大な負担が生じている。

住民サービスの向上や地方自治体の業務の効率化・高度化に資するデジタル化を推

進するにあたっては、単に現在の制度の運用方法をデジタル化するのではなく、事

務の簡素化を含めた制度自体の抜本的な見直しが必要不可欠であることから、デジ

タル庁が司令塔となり、各省庁が所管する事務の制度に改善の余地がないかを横断

的かつ地域の実態に即して再点検し、その結果を踏まえた対応を迅速に実施するこ

と。 

 

７ 脱炭素社会の実現 

（１）脱炭素型ライフスタイルへの転換の促進 

商品・サービスの温室効果ガス排出量を見える化し、国民の前向きで主体的な

意識改革や行動変容を促すため、国として早期に地域横断的な仕組みの構築・展

開を進めること。 

また、水素等次世代エネルギーの社会実装や再生可能エネルギーの主力電源化

に対応するためのインフラ整備等脱炭素社会の実現に向けた基盤整備を行うこと。 

（２）地域脱炭素移行への支援の拡充 

国主導で組織横断的に省庁や所管業務の枠を越えて、脱炭素社会の実現に向け

た取組を講じ、地方自治体や企業等の取組を推進するため、十分かつ継続的な財

政措置を講ずること。特に、地球温暖化対策を主目的とする事業以外であっても

地球温暖化対策に資する場合は、国が交付する補助金等の対象に加えるとともに、

補助率引き上げや物価上昇分の反映等のインセンティブを付与する等、財政支援

を拡充すること。 

 

８ 安定的な財政運営に必要な措置 

（１）地方一般財源総額の増額確保 

いわゆる「一般財源総額実質同水準ルール」については、「経済財政運営と改革

の基本方針２０２４」において、引き続き３年間維持することとされている。こど

も・子育て政策の強化やインフラ老朽化対策等に引き続き取り組む必要がある一方、

社会保障関係経費や人件費の増加、物価高の長期化等が今後も懸念されることから、

令和９年度以降は、令和８年度の地方財政計画の水準にとどまらず、地方の財政需

要を的確に地方財政計画に反映し、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を

増額確保すること。 

また、現在、社会保障国民会議において給付付き税額控除の導入や消費税減税

が議論されているほか、「年収の壁」については、令和８年度における引き上げに
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加え、今後更なる見直しが想定される。さらに、いわゆる「ガソリンの暫定税率」

廃止や、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う地方の安定財源確保

については、国において具体的な方策を引き続き検討することとされており、地

方財源への影響が懸念される。 

ついては、地方自治体が住民に必要な基礎的行政サービスを持続的に提供でき

るよう、国の責任において代替となる恒久的な安定財源を確保するなど、必要な

措置を講ずること。 

さらに、地方財源不足の解消は、地方交付税の法定率引上げ等により対応し、

臨時財政対策債については速やかに廃止すること。 

（２）指定都市税源の拡充強化等 

指定都市特有の財政需要に対応するため、都市税源である消費・流通課税及び

法人所得課税の配分割合を拡充するとともに、道府県から指定都市に移譲されて

いる事務・権限等について、所要額が税制上措置されるよう、税源移譲により特

例税制を創設すること。 

また、東京都の財源超過額が２年連続で過去最高となるなど、東京都と他の地

方自治体間の財政力格差が拡大しており、これを背景として、行政サービスの地

域間格差も拡大している。このような状況を是正するため、地方税収を減ずるこ

となく、地方税財源拡充の中で、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体

的な取組みを講ずること。 

（３）国庫補助負担金の改革 

国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が担うべき分野については必要

な経費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野については国庫補助負

担金を廃止し、所要額を全額税源移譲すること。また、医療や介護、障害者福祉

等の社会保障関係費が増加する中、税源移譲がなされるまでの間、地方が必要と

する国庫補助負担金の総額を確保するとともに、超過負担を解消すること。 

 

 

令和８年４月１５日 

指 定 都 市 市 長 会 


